
浄化槽設置に伴う誓約書 
 

 

 今回設置する浄化槽に関し、下記条件を遵守することを誓約します。 

 

記 

 

１． 浄化槽設置工事の技術上の基準に従い適切に設置します。 

２． 浄化槽の使用準則に従い適切に使用します。 

３． 浄化槽清掃・保守点検の技術上の基準に従い適切に実施します。 

４． 浄化槽法第７条に定める検査（使用開始後３ヶ月後から５ヶ月後の間に受検

すべき検査）を必ず受検します。 

５． 浄化槽法第１１条に定める検査（年１回熊本県浄化槽協会が実施する検査）

を必ず受検します。 

６． 当該浄化槽に係る苦情があった場合は、当事者間で責任を持って解決します。 

７． 当地区に町水道が整備された場合、速やかに接続します。 
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